
都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定 

第 1回 まちづくり検討委員会次第 
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場 所：つくばみらい市伊奈庁舎３階 大会議室 
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３．あいさつ 
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（１）都市計画マスタープラン、立地適正化計画とは 

 

 

（２）スケジュール 

 

 

６．その他 

 

 

７．閉会 
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日 時：平成３０年１０月１８日（木） １５：００～
場 所：つくばみらい市伊奈庁舎３階 大会議室

都市計画マスタープラン・立地適正化計画
第1回まちづくり検討委員会



都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープラン制度の背景

■都市計画マスタープランの位置づけ

都市計画マスタープランは、都市計画法（第１８条の２）に規定された「市町村の都市
計画に関する基本的な方針」のこと

都市の将来像の明示
都市マス
の役割

市町村が定める都市計画の方針

都市計画の総合性・一体性の確保

住民の理解・具体の都市計画の合意形成の円滑化

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都市計画マスタープラン

即する

総合計画
即する

【分野別計画】
市街地整備基本計画
景観計画 など整合

マスタープランの方針に基づき実施

【個別具体の都市計画】

地域地区 都市施設 地区計画 その他都市計画

※出典：都市計画マニュアルⅠ【総合編】
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 市町村が定める都市計画の方針

※出典：都市計画マニュアルⅠ
【総合編】

■都市計画マスタープランの見直しの背景・必要性

都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープラン制度の背景

国
の
動
き

2010年3月（平成22年） 都市計画マスタープラン策定

第２次つくばみらい市
総合計画の策定
（2018年）

みらい平地区を除く
既存地区で人口減少
（2009年以降）

東日本大震災以降の
大規模災害への対応
（2011年）

都市再生特別措置法の
改正に伴い規定された
「立地適正化計画」
（2014年）

市
の
動
き

【中間見直し】２０２０年３月 都市計画マスタープランの見直し
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将来都市構造図

地域区分

都市づくりの基本理念
 都市づくりの基本理念
 将来都市像と都市づくりの目標

都市づくりの方針（全体構想）
 土地利用の方針
 市街地整備の方針

（みらい平駅周辺、小絹駅周辺、谷井田、伊奈東、産業系、集落地等）

 都市施設整備の方針
（道路・公共交通ネットワーク、公園・緑地等、

上・下水道/河川水路等、公共公益施設）

 都市環境の形成方針
 景観の形成方針

都市づくりの方針（地域別構想）
 地域の将来像と地域づくりの目標
 地域の都市づくりの方針

都市づくりの実現に向けて
 計画の推進体制
 総合計画との連携による都市づくりの運営方法
 実行性のある都市づくりの展開方法

都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランの概要

■都市計画マスタープランの構成等

つくばみらい市都市計画マスタープラン

３地域で作成
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■つくばみらい市が抱える現状と課題

 総人口は増加しているが、
高齢化の傾向が表れている。

 市民意向調査では、今後の
必要な施策として、「公共
交通の整備」「道路の整
備」「医療」が出てきてい
る。

地区別による特徴としては、
伊奈地区・谷和原地区では、
「高齢者福祉」の分野が必
要という意見があり、また、

みらい平地区は「商業」の
分野が必要となっている。
（総合計画より）

※出典：「第2次つくばみらい市総合計画」

立地適正化計画とは

立地適正化計画制度の背景

5



※出典：「改正都市再生特別措置法等について（平成27年６月１日時点版）」国土交通省作成を一部編集

■立地適正化計画により期待される効果

立地適正化計画とは

立地適正化計画制度の背景
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安心して暮せる環境、生活利便性の維持・向上など

行政コストの削減など

公共交通ネットワークの整備に対する補助

誘導施設の整備に対する補助・金融・税制支援

都市再生整備計画事業の国費率の一部嵩上げ

■立地適正化計画策定に伴うメリット

立地適正化計画とは

立地適正化計画制度の背景

7



※出典：「改正都市再生特別措置法等について（平成27年６月１日時点版）」国土交通省作成を一部編集

コンパクトシティ
生活サービス機能と居住を
集約・誘導し、人口を集積

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度
を維持するエリア

◆区域外の居住の緩やかなコントロール
・一定規模以上の区域外での住宅開発
について、届出、市による働きかけ

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリア

◆都市機能（医療・福祉・商業等）の立地促進
・誘導施設への税財政・金融上の支援
◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
・誘導したい機能の区域外での立地について、
届出、市による働きかけ

誘導施設
都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進
施設として、誘導施設を定める

◆誘導施設の設定
・誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図ることを目的に、
医療・福祉・子育て・商業・行政施設を定める

■立地適正化計画で定めること

立地適正化計画とは

立地適正化計画の概要

立地適正化計画区域
＝都市計画区域

市街化区域等

居住誘導区域

都市機能誘導区域
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まちづくり方針（ターゲット）の検討

目指すべき都市の骨格構造、課題解決のための

施策・誘導方針（ストーリー）の検討

誘導施設・誘導区域等の検討

定量的な目標値と評価方法の検討

目標値のモニタリング及びトレンド把握

■立地適正化計画検討にあたってのポイント

立地適正化計画とは

立地適正化計画制度の背景
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【スケジュール案】 

 2018 年度 2019 年度 

8  9  10 11 12 1  2  3  4～6 7～9 10～12 1～3 

全体構想（都市マス） 

都市構造分析・まちづくり方針（立適） 

 
       

    

地域別構想（都市マス） 

誘導区域・施策等（立適） 
        

    

市民アンケートの実施             

まちづくりワークショップの実施             

地域懇談会             

パブリックコメント/住民説明会             

みらい型まちづくり戦略 WT             

まちづくり検討委員会             

まちづくり戦略本部             

都市計画審議会             

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 1回 協議事項】 

・都市マス・立適とは 

・今後のスケジュール等 

【第 2回 協議事項】 

・都市構造分析報告 

・市民アンケート結果報告 

・まちづくり WS概要報告 

・まちづくりの課題～目標・方針案 

【第 3回 協議事項】 

・都市マス全体構想案 

・立適まちづくり方針案 

第 1回 第 3回 

第 3回 

第 3回 

第 1回 

第 2回 

第 2回 

第 2回 第 1回 

 

5回程度開催予定 


